
令 和 ８ 年
３月24日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
一

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
職
員
日
額
旅
費
支
給
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
人
事
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
市
町
課
）

四

…
…
…
…
…
…

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則
（
教
職
員
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

山
口
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
号

山
口
県
行
政
手
続
条
例
第
十
四
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
規
則

山
口
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
一

条
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当

該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使

用
す
る
も
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
五
号

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
等
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行

業
者

二

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送

事
業
者
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者

三

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

船
舶
運
航
事
業
者

一
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四

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送

事
業
を
経
営
す
る
者

五

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一

般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

六

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を
営

む
者

七

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者

八

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括
信

用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
県
と
の
契
約
に
よ
り
カ
ー
ド
等
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定

す
る
カ
ー
ド
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る
役
務
そ

の
他
の
旅
行
に
係
る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
み
の
た
め
に
旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

⚒

条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
役
務
及
び
カ
ー
ド
等
と
す
る
。

（
条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
県
外
の
在
勤
地
）

第
二
条
の
二

条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
県
外
の
在
勤
地
は
、
東
京
事

務
所
及
び
大
阪
事
務
所
の
存
す
る
地
域
と
す
る
。

（
条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
等
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
傷
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

二

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
十
八

条
、
条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

⚒

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
情

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家
族
の

旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
情

第
七
条
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
請
求
手
続
」
を
「
精
算
に
係
る
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
四

条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
発
令
年
月
日
、
出
発
地
、
用

務
、
用
務
先
、
到
着
地
及
び
旅
行
期
間
と
す
る
。

⚒

旅
行
命
令
簿
は
、
旅
行
命
令
権
者
が
職
員
ご
と
に
作
成
し
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
所
属

部
課
、
住
所
又
は
居
所
、
職
名
、
氏
名
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
事
項
を

記
載
又
は
記
録
す
る
。

⚓

旅
行
依
頼
簿
は
、
旅
行
命
令
権
者
が
旅
行
者
ご
と
に
作
成
し
、
第
一
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、

所
属
団
体
又
は
所
属
部
課
、
住
所
又
は
居
所
、
職
名
又
は
職
業
、
氏
名
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

と
し
て
知
事
が
定
め
る
事
項
を
記
載
又
は
記
録
す
る
。

⚔

旅
行
命
令
簿
等
は
、
備
考
欄
を
設
け
、
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
等
の

変
更
の
事
実
及
び
変
更
前
の
旅
行
命
令
等
の
発
令
年
月
日
を
記
載
又
は
記
録
す
る
。

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
）

第
五
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
道
事
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の

二

軌
道
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の

（
船
賃
に
係
る
船
舶
）

第
六
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
海
上
運
送
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も
の
と
す
る
。

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
七
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
航
空
法
第
二
条
第
十
八
項
に

規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
転
居
費
の
算
定
方
法
等
）

第
九
条

条
例
第
十
八
条
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受

け
る
費
用
そ
の
他
の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も

の
と
す
る
。

⚒

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け

る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
八
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又

は
当
該
支
払
を
受
け
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
。

（
近
距
離
の
転
居
に
係
る
転
居
費
等
の
制
限
）

第
十
条

同
一
市
町
村
内
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
全
地

二
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域
内
）
に
お
け
る
在
勤
公
署
の
変
更
に
伴
う
旅
行
に
つ
い
て
は
、
県
設
宿
舎
へ
の
入
居
又
は
退
去
を

命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
す
る
場
合
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
転
居
費
、
着
後
滞

在
費
及
び
家
族
移
転
費
は
支
給
し
な
い
。

（
請
求
書
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
等
）

第
十
一
条

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
出
張
旅
費
精

算
請
求
書
又
は
出
張
旅
費
概
算
請
求
書

二

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同
条
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
若
し
く
は
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
赴
任
旅
費
精
算
請
求
書
又
は
赴

任
旅
費
概
算
請
求
書

三

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に

は
、
死
亡
時
旅
費
請
求
書

四

条
例
第
三
条
第
五
項
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
損
失
請
求
書

五

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
喪
失
請
求
書

六

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
係

る
旅
費
に
応
じ
た
前
各
号
に
掲
げ
る
請
求
書

⚒

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
資
料
の
種
類
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

旅
行
役
務
提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
知
事
が
定
め
る
請
求
書
に
相

当
す
る
も
の
を
も
つ
て
、
同
表
に
規
定
す
る
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
又
は
そ
の
支
払
を
証
明
す

る
に
足
る
資
料
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚓

旅
行
命
令
権
者
及
び
支
払
担
当
者
等
は
、
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
請
求
書
を
提
出
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
請
求
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

⚔

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
書
を
提
出
し
た
者
が
旅
行
役
務
提
供
者
で
あ
る
と
き
は
、
旅
行
命

令
権
者
及
び
支
払
担
当
者
等
は
、
旅
行
者
に
対
し
て
必
要
な
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
給
与
の
種
類
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
、
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
）
又
は
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
に
規
定
す
る
給
料
、
管
理
職
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域

手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手

当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
農
林
漁
業
普

及
指
導
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
と
す
る
。

（
在
勤
公
署
等
以
外
の
地
を
出
発
地
又
は
到
着
地
と
す
る
場
合
の
旅
費
）

第
十
四
条

在
勤
公
署
（
常
時
勤
務
す
る
在
勤
公
署
の
な
い
場
合
又
は
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合

に
は
、
住
所
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旅
行

地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
勤
公
署
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
地
を
出
発
地
と
し
て
旅
行
す
る

場
合
に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
在
勤
公
署
等
以
外
の
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
の
額
と
在
勤

公
署
等
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

⚒

既
に
旅
行
し
て
い
る
者
が
、
旅
行
地
か
ら
在
勤
公
署
以
外
の
地
を
到
着
地
と
し
て
旅
行
す
る
場
合

に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
旅
行
地
か
ら
在
勤
公
署
以
外
の
地
に
至
る
旅
費
の
額
と
旅
行
地
か
ら

在
勤
公
署
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。

別
表
第
二
の
第
一
号
様
式
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
削
り
、
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
一
条
関
係
）

請
求
書
に
添
付
す
る
資
料区

分

添
付
す
る
資
料

一

鉄
道
賃

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急

行
料
金
に
あ
つ
て
は
、
支
払
担
当
者
等
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

二

船
賃

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

三

航
空
賃

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

四

そ
の
他
の

交
通
費

条
例
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用

（
同
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
費
用
を
除

く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
の
費
用

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

二
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五

宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

六

包
括
宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料

七

転
居
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

転
居
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
（
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含

む
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長

の
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項

に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
及
び
旅
行
雑
費
に
相
当
す
る
部
分

を
除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

九

家
族
移
転
費
（
条
例
第
十
四
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
費

用
、
宿
泊
手
当
及
び
旅
行
雑
費
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

移
転
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料

十

条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
旅
費

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ

た
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴

う
旅
行
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
こ
と
を
証
明

す
る
資
料

十
一

死
亡
時
旅
費
請
求
書
に
よ
り
請
求
す
る
旅
費

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ

た
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
資

料職
員
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証
明
す

る
資
料

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し

た
場
合
に
限
る
。
）

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請

求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
二

旅
費
損
失
請
求
書
に
よ
り
請
求
す
る
旅
費

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金

額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

旅
行
命
令
等
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

の
死
亡
又
は
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資

料同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
（
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要

す
る
費
用
又
は
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る

も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）

十
三

旅
費
喪
失
請
求
書
に
よ
り
請
求
す
る
旅
費

天
災
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
情
に
よ
り
旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
に
足
る
資
料

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
職
員
日
額
旅
費
支
給
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
号

山
口
県
職
員
日
額
旅
費
支
給
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
口
県
職
員
日
額
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
規
則
第
三
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
別
表
第
三
十
四
号
の
八
ワ
の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

第
十
条
の
三

条
例
別
表
第
三
十
四
号
の
八
ワ
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

四
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を
す
る
こ
と
。

二

省
令
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
。

三

省
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
こ
と
。

四

省
令
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
五
項
第
五
号
中
「
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
八
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
山
口
県

条
例
第
十
六
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
と
す
る
。

教
育
委
員
会

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
三
十
四
号
の
十
ハ
」
を
「
別
表
第
三
十
四
号
の
十
ロ
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
五
条
第
一
項
」

を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
周
防
大
島
高
等
学
校
の
項
及
び
山
口
県
立
宇
部
西
高
等
学
校
の
項
を
削

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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